
手続の内容 根拠法令
対象市町村

（変更後の窓口）
対象となる方

浄化槽設置等の届出受理，維
持管理指導等

浄化槽法，建築基準法 志布志市
対象市町村の区域内の浄化槽を設
置及び管理される方

手続の内容 根拠法令
対象市町村

（変更後の窓口）
対象となる範囲

農事組合法人の設立，定款変
更等の届出の処理等

農業協同組合法

伊佐市，喜界町

※農事組合法人の区域が，複数
市町村にわたる場合は，引き続
き，県が窓口となります。

農事組合法人の定款で規定する地
区が，対象市町村の区域内である
法人に関するもの

市町村への権限移譲により令和６年４月から窓口が変更となる手続

【事業者などの手続に関するもの】

【個人の手続に関するもの】


